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新潟県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに

公布する。 

平成31年３月19日 

新潟県知事  花 角  英 世 

新潟県規則第５号 

新潟県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

新潟県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則（昭和45年新潟県規則第９号）

の一部を次のように改正する。 

次の表の改正後の欄中条及び項の表示に下線が引かれた条及び項（以下「移動後条等」という｡)に対応する同

表の改正前の欄中条及び項の表示に下線が引かれた条及び項（以下「移動条等」という｡)が存在する場合には当

該移動条等を当該移動後条等とし、移動後条等に対応する移動条等が存在しない場合には当該移動後条等（以下

「追加条等」という｡)を加える。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（条の表示を除く。以下「改正部分」という｡)に対応する同表の改

正後の欄中下線が引かれた部分（条及び項の表示並びに追加条等を除く。以下「改正後部分」という｡)が存在す

る場合には当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には当該改

正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には当該改正後部分を加える。 

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分（以下「改正表」という｡)を当該改正表に対応する次の表の改

正後の欄の表中太線で囲まれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

 （災害の報告） 

第３条 職員について、公務又は通勤により生じた

と認められる災害（負傷、疾病、障害又は死亡を

いう。以下同じ｡)が発生した場合には、当該職員

の所属課（所及び所属のない場合の庶務を担当す

る課又は所を含む。以下「所属課」という｡)の長

は、その災害が公務により生じたものであるとき

は別記第１号様式による公務災害報告書を、通勤

により生じたものであるときは別記第２号様式に

よる通勤災害報告書を実施機関に対して速やかに

提出しなければならない。負傷し、若しくは疾病

にかかつた職員又は死亡した職員の遺族（以下「被

災職員等」という｡)からその災害が公務又は通勤

により生じた旨の申出があつた場合も、同様とす

る。 

 

 （認定及び通知） 

第４条 実施機関は、前条の規定による報告を受け

たときは、認定委員会の意見を聴いてその災害が

公務又は通勤により生じたものであるかどうかの

認定を行い、その災害が公務により生じたもので

あると認定したとき又は通勤により生じたもので

あると認定したときは、速やかに補償を受けるべ

き者に書面により条例第３条第２項の規定による

通知をしなければならない。 

２ 実施機関は、前条の規定による報告に係る災害

が公務により生じたもの又は通勤により生じたも

ののいずれでもないと認定したときは、次に掲げ

る事項を記載した書面により、被災職員等にその

旨を通知しなければならない。 

(1) 実施機関の職氏名 

 （災害の報告） 

第３条 職員について、公務又は通勤により生じた

と認められる災害（負傷、疾病、障害又は死亡を

いう。以下同じ｡)が発生した場合には、当該職員

の所属課（所及び所属のない場合の庶務を担当す

る課又は所を含む。以下「所属課」という｡)の長

は、その災害が公務により生じたものであるとき

は別記第１号様式による公務災害報告書を、通勤

により生じたものであるときは別記第２号様式に

よる通勤災害報告書を実施機関に対して速やかに

提出しなければならない。 

 

 

 

 

 

 （認定及び通知） 

第４条 実施機関は、前条の報告を受けたときは、

認定委員会の意見を聴いてその災害が公務又は通

勤により生じたものであるかどうかの認定を行い、

その災害が公務により生じたものであると認定し

たとき又は通勤により生じたものであると認定し

たときは、速やかに補償を受けるべき者に書面に

より条例第３条第２項の規定による通知をしなけ

ればならない。 
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(2) 災害を受けた職員の氏名 

(3) 傷病名 

(4) 災害発生年月日 

(5) 公務上の災害又は通勤による災害でないと認

定した理由 

 

第24条の２ （略） 

 

 （審査の申立ての教示） 

第25条 実施機関は、条例又はこの規則に基づく補

償に関する通知をするときは、第22条に定めると

ころにより審査の申立てをすることができる旨を

教示するものとする。 

 

第26条 （略） 

 

第27条 （略） 

 

別記 

第１号様式（第３条関係） 

公務災害発生報告書 

（略） 

□下記の災害について

は、公務により生じた

ものと認められるので

報告します。 

（所属課の長） 

 

○印 

□下記の災害について

は、右記の者から公務

により生じた旨の申出

があつたので報告しま

す。 

（申出者氏名） 

 

（災害を受けた職員と

の続柄） 

１ 

 

災

害

を

受

け

た

職

員

に

関

す

る

事

項 

（略） 

（略） 

 （略） 

 （注 意 事 項） 

 

 

 

 

 

 

第24条の２ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

第25条 （略） 

 

第26条 （略） 

 

別記 

第１号様式（第３条関係） 

公務災害発生報告書 

（略） 

 下記の災害について

は、公務により生じた

ものと認められるので

報告します。 

 

 

 

 

 

（所属課の長） 

 

○印 

１ 

 

被

災

職

員

に

関

す

る

事

項 

 

 

 

 

（略） 

（略） 

 （略） 

 （注 意 事 項） 
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  １ （略） 

  ２ 「職名」の欄には、職員が災害を受けた当

時の職名を、例えば民生委員、統計調査員等

と記入すること。 

  ３ （略） 

 

第２号様式（第３条関係） 

通勤災害発生報告書 

（略） 

□下記の災害について

は、通勤により生じた

ものと認められるので

報告します。 

（所属課の長） 

 

○印 

 
□下記の災害について

は、右記の者から通勤

により生じた旨の申出

があつたので報告しま

す。 

（申出者氏名） 

 

（災害を受けた職員と

の続柄） 

 

１ 

 

災

害

を

受

け

た

職

員

に

関

す

る

事

項 

（略） 

（略） 

 （略） 

 （注 意 事 項） 

  １ （略） 

  ２ 「職名」の欄には、職員が災害を受けた当

時の職名を、例えば民生委員、統計調査員等

と記入すること。 

  ３・４ （略） 

 

第３号様式（第８条関係） 

地方公務員災害補償 

療養の給付請求書 

（実施機関の職氏名） 

 

（略） 

（略） 

（略） 

  １ （略） 

  ２ 「職名の欄」には、職員が災害を受けた当

時の職名を、例えば民生委員、統計調査員等

と記入すること。 

  ３ （略） 

 

第２号様式（第３条関係） 

通勤災害発生報告書 

（略） 

 下記の災害について

は、通勤により生じた

ものと認められるので

報告します。 

 

 

 

 

 

（所属課の長） 

 

○印 

１ 

 

被

災

職

員

に

関

す

る

事

項 

 

 

 

 

（略） 

（略） 

 （略） 

 （注 意 事 項） 

  １ （略） 

  ２ 「職名の欄」には、職員が災害を受けた当

時の職名を、例えば民生委員、統計調査員等

と記入すること。 

  ３・４ （略） 

 

第３号様式（第８条関係） 

地方公務員災害補償 

療養の給付請求書 

（実施機関の長の職氏名） 

 

（略） 

（略） 

（略） 
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（略） 

 

第４号様式（第８条関係） 

地方公務員災害補償 

療養補償請求書 

（実施機関の職氏名） 

 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

 

第５号様式（第８条関係） 

地方公務員災害補償 

休業補償請求書 

（実施機関の職氏名） 

 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

 

第５号様式の２（第８条関係） 

地方公務員災害補償 

傷病補償年金請求書 

（実施機関の職氏名） 

 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

 

第５号様式の３（第８条関係） 

地方公務員災害補償 

傷病補償年金変更請求書 

（実施機関の職氏名） 

 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

 

第６号様式（第８条関係） 

地方公務員災害補償 

年 金 

障害補償一時金請求書 

（実施機関の職・氏名） 

 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

 

第６号様式の２（第８条関係） 

地方公務員災害補償 

（略） 

 

第４号様式（第８条関係） 

地方公務員災害補償 

療養補償請求書 

（実施機関の長の職氏名） 

 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

 

第５号様式（第８条関係） 

地方公務員災害補償 

休業補償請求書 

（実施機関の長の職氏名） 

 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

 

第５号様式の２（第８条関係） 

地方公務員災害補償 

傷病補償年金請求書 

（実施機関の長の職氏名） 

 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

 

第５号様式の３（第８条関係） 

地方公務員災害補償 

傷病補償年金変更請求書 

（実施機関の長の職氏名） 

 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

 

第６号様式（第８条関係） 

地方公務員災害補償 

年 金 

障害補償一時金請求書 

（実施機関の長の職・氏名） 

 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

 

第６号様式の２（第８条関係） 

地方公務員災害補償 
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障害補償年金差額一時金請求書 

（実施機関の職・氏名） 

 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

 

第６号様式の３（第８条関係） 

地方公務員災害補償 

障害補償年金前払一時金請求書 

（実施機関の職・氏名） 

 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

 

第７号様式の２（第８条関係） 

地方公務員災害補償 

介護補償請求書 

（実施機関の職氏名） 

 

（略） 

（略） 

（略） 

 （略） 

障害補償年金差額一時金請求書 

（実施機関の長の職・氏名） 

 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

 

第６号様式の３（第８条関係） 

地方公務員災害補償 

障害補償年金前払一時金請求書 

（実施機関の長の職・氏名） 

 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

 

第７号様式の２（第８条関係） 

地方公務員災害補償 

介護補償請求書 

（実施機関の長の職氏名） 

 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 


